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令和 7年度 改正物流法に関する説明会の開催について 
 

平素は、当協会の業務運営に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当協会では令和７年４月に施行された改正物流法による荷主・トラック運

送事業者等に対する規制的措置について、事業者において改正内容の円滑な対応が

行えるよう、今般の改正法の趣旨や事業者が取り組むべき措置などを解説する標記

説明会を開催いたします。 

今回の改正では、契約書面の交付や実運送管理簿の作成、元請情報の
通知や実運送事業者情報の通知等々、元請事業者・下請事業者・実運送事
業者がそれぞれの立場に応じて義務付けされている内容が含まれ、かつ、
多くの事業者が日常的に行っている業務に密接に関係する内容であること
から、栃木運輸支局との共催といたします。 
また、本説明会は荷主企業も対象となっていることから、会員の皆様からお取引

のある荷主企業様へお声掛けをしていただき参加することも可能となっておりま

す。 

つきましては、業務ご多用の折りとは存じますが、是非ともご参加賜りますよう

お願いいたします。 ※本説明会は、去る 2月 20日、3月 10日に開催した｢改正物流法 
オンライン説明会｣と同内容となりますが、再度参加いただいて 
も問題ありません。 

 

記 

 

１ 開催日時 [１回目] 令和７年６月１６日(月)  13時 30分～15時 30分 
[２回目] 令和７年６月１７日(火)  13時 30分～15時 30分 

※【両日とも定員１００名】 
 
２ 会  場 (一社）栃木県トラック協会 本館２階研修室 
 
３ 申込方法 別紙１｢申込方法のご案内｣のとおり。  申込締切日６月１０日(火) 
       １事業者あたり原則２名様までの申込みでお願いします。 
 
４ 内  容 １．新物効法ついて 

       ２．改正貨物自動車運送事業法について 

       ３．トラック・物流Ｇメンの取組 

          ｢ 講 師  関東運輸局及び栃木運輸支局 担当者｣ 

 

５ 備  考 ・改正物流法とは、令和７年４月に改正された｢貨物自動車運送事業 

法｣と｢物流効率化法｣の２つを合わせた通称です。 

・本説明会の参加事業者の情報は、関東運輸局、栃木運輸支局、栃木 

県トラック協会で使用するものとし、それ以外には使用しません。 
 
 
 

 

問合せ先：(一社)栃木県トラック協会 
     吉澤 TEL：028-658-2515  



別紙１ ｢令和７年度改正物流法に関する説明会｣参加申込書 

 

●申込方法のご案内 
★可能な限りオンライン申込みのご利用をお願いします 

 

①オンライン申込み 

栃ト協ホームページの News 内『令和７年度物流改正法に関する説明会のご案

内』からお申込みいただくか、下記ＱＲコードからお申込みください。 

 

                            ※ＱＲコードを選択して 

いただくと申込みサイト 

に切り替わります。  

②ＦＡＸ申込み 

下記、ＦＡＸ申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸにて返信ください。 

 

 

■ＦＡＸ申込書■ 

【トラック運送事業者 記入欄】 

参 加 日 

どちらかに○を記入 

 令和 ７年 ６月１６日（月）13:30～ 

 令和 ７年 ６月１７日（火）13:30～ 

会 社 名  

電 話 番 号  

参 加 者 氏 名 ①  

参 加 者 氏 名 ②  

【荷主企業 記入欄】 

荷 主 企 業 名  

参 加 者 氏 名 ①  

参 加 者 氏 名 ②  

ＦＡＸ番号：028－684－5889 
 

■予約は申込順とさせていただき、定員になり次第締切とさせていただきま
すので予めご了承ください。 

■申込後、キャンセルの場合はご連絡ください。 
■駐車台数が限られておりますので、可能な限り乗り合わせにご協力ください。 

https://forms.gle/cbXjuYqw2F5J5oc2A

